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２
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可 燃 ご み 火・金曜日コース
のみ収集します

古 紙 類 第 2金曜日コース
のみ収集します

食品トレー
プラスチック
資源ごみ
小型破砕ごみ

収集しません

ペットボトル
第 2・4金曜日コース
のみ 9日（水）に振
り替えて収集します

祝
日
（
２
月
）
の
ご
み
収
集

※必ず午前 8時までに出してください。

■問い合わせ先　駅南庁舎保険年金課 （0857）20－3483

国保料納付窓口と納付相談窓口を
開設します！

休日窓口を
ご利用ください

◇と　き　2月 20 日（日）・27 日（日）
　　　　　午前 8時 30 分～午後 5時 15 分
◇ところ　駅南庁舎地階第 2会議室

　「職場の医療保険（健康保険、船員保
険など）に加入している人」と、「生活
保護を受けている人」以外のすべての
人は、現在住んでいる市町村の国民健
康保険に加入しなければなりません。
　会社などを退職して職場の医療保険の資格がなくなった
場合などは、直ちに国保加入の義務が生じます。14日以内
に加入手続きをしてください。国保への加入届け出が遅れ
ると、保険料は届け出の時点ではなく、資格取得の時点ま
でさかのぼって計算されるため、一度に負担がかかります。
早めに届け出をしてください。なお、退職後 20日以内で
あれば、任意継続制度の利用ができる場合もあります。
　また、すでに他の医療保険に加入していながら国保の資
格喪失届をしていない人は、早めに届け出をしてください。

保険証の加入・喪失の
          届け出はお早めに

■問い合わせ先　駅南庁舎保険年金課 （0857）20－3482
　　　　　　　　各総合支所福祉保健課（14ページ上記参照）

　児童手当は、小学校3年生までの子どもを養育している人
で、所得額から8万円を控除した額が次の表の金額より少な
い場合に支給されます。
　ただし、届け出がないと支給されませんので、手続きをし
てください。
　また、特例給付の該当者が会社を退職した場合、資格がな
くなりますので届けが必要です。
　限度額を超過していて児童手当を受給できない人でも、来
年度の所得額によっては該当になる場合がありますので、5
月中に申し出てください。

扶養親族
等の数

所  得  制  限  限  度  額
児　童　手　当

（国民年金、厚生年金等）
特　例　給　付

（厚生年金加入者のみ）
0人 301万円 460万円
1人 339万円 498万円
2人 377万円 536万円

… 以下１人増すごとに38万円が加算されます
※扶養親族等とは、所得税で扶養にとっている配偶者、子など
　をいいます。
※そのほかに、医療費、雑損、障害者、老年、寡婦などの控除
　が適用されている場合には、別途加算されます。

児童手当の手続き

■問い合わせ先　駅南庁舎児童家庭課 （0857）20－3465

鳥取県最低賃金

電気機械器具等製造業最低賃金 1時間 708円
各種商品小売業最低賃金 1時間 681円
■問い合わせ先　鳥取労働局 （0857）29－1705

産業別最低賃金

1 時間　611 円

ご
存
知
で
す
か
？

最
低
賃
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　　　　…鶏小屋には、関係者以外は近づかない
ようにするとともに、ペットを含む鳥類を飼育して
いる人は、ネットで飼育小屋を囲うなどして野鳥を
近づけたり接触させないようにしてください。
　　　　…野鳥が飛来する河川や池などの水を与
えないなど、清潔な飼育環境をこころがけましょう。
また、鳥を触った後は手洗いやうがいをしましょう。
　　　　　　　　　　　　…原因が分からない
まま連続して死んだ場合には、素手で触ったりせず
下記までご連絡ください。

■連絡先　

△

市役所第２庁舎農業振興課 （0857）20ー
3234　

△

鳥取県鳥取家畜保健衛生所 （0857）53ー2240△

鳥取県東部福祉保健局 （0857）22ー5668

飼育方法

飼っている鳥が死んだ場合

予防対策
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